
富山市東老人憩いの家指定管理者募集要項

１ 施設の概要

(1) 名称

富山市東老人憩いの家

(2) 所在地

富山市荒川四丁目１番８３号

(3) 敷地及び建物の概要

敷地面積 １，１５４．００㎡、構造 鉄筋コンクリート一部鉄骨造平屋建て

建築面積 ３６８．０６㎡、延床面積 ５７８．６９㎡

(4) 設置施設

浴場、集会室、教養室、ホール、作業棟など

２ 管理運営の方針

高齢者の教養やレクリエーション等の生きがい創出の場を提供し、高齢者の心身の健康

増進に寄与するため、利用者に安全で快適な環境を提供する。

３ 管理業務の範囲等

富山市東老人憩いの家において指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりです。

(1) 富山市東老人憩いの家の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(2) 富山市東老人憩いの家の使用の承認に関する業務

(3) 富山市東老人憩いの家の使用料の徴収に関する業務

(4) 上記の他、富山市東老人憩いの家の管理に関して市長が必要と認める業務

なお、これらの業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできま

せん。

ただし、事前に市長の承諾を受けたときに限り、管理業務の一部を第三者に委託し、又

は請け負わせることができます。

業務内容の詳細については、添付の「富山市東老人憩いの家管理業務仕様書」をご覧く

ださい。

４ 管理運営に要する経費

富山市東老人憩いの家の管理運営費については、仕様書をもとに積算してください。

なお、積算にあたっては、募集要項に添付の直近４年間の収入及び支出の決算額を参考

としてください。

５ 指定期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

６ 利用料金制度の適用の有無

施設の使用料については、利用料金制度を適用せず、市の収入としますが、使用料の徴

収等の事務については、指定管理者に委託します。
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７ 指定管理業務に必要な資格、免許等

消防法第８条に規定する防火管理者

８ 指定管理候補者として選定しない法人等

次のいずれかに該当するものは、指定管理候補者に選定されません。

ア 当該法人等の責めに帰すべき事由により、市又は他の地方公共団体から指定管理

者の指定を取り消され、その取消の日から２年を経過しない法人等

イ 市長、副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び地方自治法第１８０条

の５の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員（以下「市の機関等」と

いう。）又は議員が、市に対し主として指定管理業務及び請負をする法人等（市の機

関等の場合にあっては、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１

以上を出資している法人を除く。）の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役

若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人である法人等（公共団体及び公共

的団体を除く。）

ウ 当該法人等の代表権を有する者のうち、次のいずれかに該当する者がある法人等

① 公の施設の管理に係る契約を締結する能力を有しない者

② 破産者で復権を得ない者

③ 本市における指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益

を得るために連合した者

④ 拘禁刑以上の刑に処せられ､その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者

⑤ 本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

エ 富山市競争入札参加有資格者指名停止要領に基づく指名停止期間中の法人等

オ 指定管理業務を開始する時点において、富山市内に事業所等を有しない法人等

カ 法人等又は法人等の代表権を有する者が、国税又は市税を滞納しているもの

キ 施設を管理するにあたって必要な資格及び免許等を有していない法人等。ただし、

指定管理業務の開始までにそれらを有すること又はそれらを有するものに管理業務

の一部を委託することが確実であるものを除く。

ク 法人等、法人等の代表権を有する者等（株式会社にあっては取締役、公益法人に

あっては理事、その他の団体等にあってはこれらに相当する職にある者及びこれら

の者以外に団体等の経営に事実上参加しているものをいう。）又は法人等の被用者

（代表権を有する者等

を除く全ての従業員、構成員及びこれらに相当するものをいう。）が、暴力団関係者

その他

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に基づ

き、指定管理候補として選定することが不適当である者

ケ 本募集要項公開後、選定委員会委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を

求めた法人等。

コ 本募集要項公開後、他の応募者（検討段階にある者も含む）と応募内容又はその

意思について相談を行った法人等。
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９ 選定方法等

(1) 選定方法

指定管理者の選定にあたっては、外部と内部の委員による「富山市指定管理候補者

選定委員会」において、申請のあった各法人等によるプレゼンテーションの内容等を

踏まえ、技術点及び価格点の合計で評価を行う総合評価方式により審査し、選定委員

会での結果を経て、富山市において指定管理候補者を選定します。

(2) 選定委員会委員氏名及び職

委員長 清水 裕樹（富山市 企画管理部長）

委 員 河原 嘉人（一般財団法人 北陸経済研究所 常務理事）

委 員 森口 毅彦（富山大学 学術研究部 社会科学系教授）

委 員 刑部 博規（富山市 財務部長）

委 員 古西 達也（富山市 福祉保健部長）

委 員 稲垣 博文（富山市 行政経営専門監）

(3) 選定基準

審査にあたっては、次の選定基準に基づき、最高点のものを指定管理候補者としま

す。

ただし、配点合計の50％を基準点とし、これを満たさないものは、原則、指定管理

候補者としては選定されません。なお、一者応募となった場合は、提案金額による差

異が生じないことから、配点合計の60％を基準点とし、これを満たさないものは、原

則、指定管理候補者としては選定されません。

審査結果については、応募者全員にお知らせするとともに、公開します。

１０ 提出書類

ア 指定管理者指定申請書「様式第１号」

イ 応募資格を有していることを証する書類

-1 代表権を有する者全員の

① 市区町村長が発行する身分証明書（破産者でないことの証明）

② 法務局が発行する登記されていないことの証明書（成年被後見人、被保佐人、

被補助人でない証明）

-2 申立書（法人の代表権を有する者全員が、「８ 指定管理候補者として選定しない

選定基準 配点

１ 住民の平等な利用が確保されていること 10

２ 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに

管理経費の縮減が図られるものであること

50

３ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有し

ていること

20

４ 安全管理及び緊急時対応の体制が確立されること 10

５ 環境保護及び障害者雇用等に配慮した経営を行っていること

６ 総合評価（選定基準１～５について、相乗効果が図られる点などを

総合的に評価）

10

計 100
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法人等」のウに該当しないことの申立書）「様式第２号」

-3 国税（法人税、消費税及び地方消費税）について未納がないことの証明書（納税

証明書その３－３）

-4 富山市が発行する直近の納税証明書（富山市で課税がない場合はその旨の申立書

（様式は任意））※団体のもの及び団体の代表権を有する者全員分

-5 資格及び免許等が必要な場合はそれらを有していることを証する書類又は指定管

理業務の開始までに有すること等を確約する書類

-6 暴力団排除に関する合意書関係の書類「様式第８号」

ウ 団体であることを証する書類

法人の場合は、定款、寄附行為、登記事項証明書、地縁による団体であることの証

明書等。法人でない場合は規約、構成員名簿等

エ 法人等の経営状況等がわかる書類

-1 組織、人員、業務内容及び業績等がわかる書類

-2 申請日の属する事業年度の直前２事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算

書、財産目録又はこれらに相当する書類

-3 類似施設の管理実績がある場合は、当該施設の概要、管理体制、収支の状況及び

利用状況等がわかる書類（該当するものがない場合は「該当なし」として提出して

ください。）

オ 施設管理の基本方針及び事業計画書

-1 施設管理の基本方針 「様式第３号」

施設管理の基本的な考え方、利用者からの要望の把握及びそれへの対応、自己点

検及び自己評価の仕組みなど（片面で概ね１０枚以内としてください。）

-2 事業計画書 「様式第４号」

指定期間内の年度ごとの業務計画書、職員の配置計画、個人情報の保護に関する

措置、安全管理及び緊急時対応の体制、指定期間内の年度ごと及び合計の収支計画

書、現状における環境保護及び障害者雇用等に配慮した経営の状況、市作成の協定

書に対する変更要望など

カ 指定管理者による自主事業及び収益の向上に結びつく改善策の提案

-1 自主事業に関する提案書 「様式第５号」

-2 収益向上に関する提案書 「様式第６号」

キ その他市長が必要と認める書類

共同体として申請する場合は、申請書の提出時点において共同体を成立させ、その構

成員すべてのイ、ウ及びエの書類、「共同体の概要書（共同体の代表者、共同体とするこ

との必要性・利点、管理業務の実施体制のわかる書類）」及び「様式第７号」（指定管理

者制度に係る共同企業体協定書）を提出してください。

また、共同企業体の解散時期については、少なくとも指定期間終了後、３箇月を経過

するまでの間は解散をすることができないものとしてください。

なお、複数の施設に応募する場合は、各種証明書を写しに代えることができます（証

明書原本は１部のみ提出し、残りは写しとすることも可）。詳しくは末尾のお問合せ先に

ご確認ください。

上記の提出書類以外に、広報用パンフレット等を提出されましても、提案書類として

は取扱いできかねますので、ご了承ください。
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また、いったん提出された書類を変更することはできませんが、提出書類に脱漏又は

不明確な記載がある場合は、市から追加提出や内容の確認等を求めることがあります。

１１ 指定管理者による自主事業及び収益の向上に結びつく改善策の提案

(1) 自主事業について

管理業務仕様書に記載された業務以外に指定管理者が自主事業を行う場合は、様式

第５号「自主事業に関する提案書」を提出してください（ただし、応募時に様式第５

号を提出した場合であっても、富山市議会定例会の議決後に本施設の指定管理者とし

て自主事業を実施するにあたっては、別途申請書の提出が必要となります。）。

自主事業は、施設利用者の利用を阻害しない事業に限るものとし、参加者負担金が

ある場合は、その金額の適正性などについて、市で検討し、市の承認した事業に限り

実施できることとします。

なお、自主事業に係る経費（施設使用料や行政財産の目的外使用料を含む）は、指

定管理者の負担とし、利用料金も含め指定管理者自らの収入により費用を負担して実

施するものとし、市からの委託料を財源としないものとします。

また、管理業務仕様書に記載された業務に係る経費と自主事業に係る経費は明確に

区分し、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備してください。

(2) 収益の向上について

富山市東老人憩いの家の管理体制や営業活動について、収益の向上に結びつく改善

策について、様式第６号「収益向上に関する提案書」を提出してください。

１２ 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応

消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）においては、公の施設の使用料につ

いても制度の対象となります。

したがって、料金収受に際し、施設利用者への適格請求書（インボイス）の交付が想定

されることから、指定管理者としてインボイス事業者登録をはじめ、必要な対応をお願い

します。

１３ 指定管理者モニタリングレポートについて

富山市では、指定管理者による施設の運営管理が基本協定書等に沿って適切に履行され

ているかどうかや収支状況等について確認するため、「指定管理者モニタリングレポート」

を導入しています。

同レポートは指定管理者及び施設所管課双方が毎年度作成することとし、市ホームペー

ジで公表します。

１４ 指定申請書等の提出先、提出期間及び提出方法等

(1) 提出先

富山福祉保健部長寿福祉課（本庁東館３階）

〒930-8510 富山市新桜町７番38号

電話 076-443-2061 担当 西谷、吉澤

(2) 提出期間

令和７年７月２２日（火）から令和７年８月２９日（金）まで（土曜日、日曜日及び

祝日を除く。）の午前８時30分から午後５時15分まで
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(3) 提出方法等

持参又は郵送してください。

提出部数は、片面印刷で正１部、副（１０ 提出書類のエ、オ、カ及びキ並びに共同

体の概要書のみ）１部とします。

郵送の場合は、書留郵便とし、最終日の午後５時15分まで必着としてください。

申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。

１５ 質疑応答

応募に際してご不明の点等につきましては、令和７年７月３１日（木）までご質問を

お受けいたします。

ご質問は、末尾に記載のお問合せ先までメール又は書面でお送りください（質問票の

様式は任意）。

寄せられたご質問への回答は、質問の受付締め切り後、１週間程度を目途に富山市ホ

ームページにて回答する予定です。

１６ 現地説明会の開催

現地説明会を開催します。

参加希望の方は、令和７年７月３１日（木）までに指定申請書等の提出先へご連絡く

ださい。

後日、日程等をお知らせいたします。

なお、現地説明会では質疑応答は予定しておりませんので、ご不明の点につきまして

は、『１５ 質疑応答』にあるとおり、末尾のお問合せ先までメール又は書面でお送りく

ださい。

１７ 事業所税

この施設は、事業所税の非課税（免除）対象施設です。

１８ 指定管理者の指定及び協定書の締結

(1) 指定管理者は、令和７年１２月又は令和８年３月富山市議会定例会の議決に基づき、

指定（決定）されます。

(2) 指定後、指定管理者となるものにその旨を通知し、告示します。

(3) 指定後、市との間で協定書を締結します。

(4) 協定事項及び内容については、指定管理候補者選定後に双方協議して定めます。

(5) 別添の市作成の協定書に対して変更等を希望される場合は、申請時に「１０ 提出書

類」の事業計画書の所定の欄にその内容を記載してください。

１９ 指定管理業務委託料

指定期間内の指定管理業務委託料は、予算額以内で毎年度市と協議した額となります

ので、申請時に提出された収支予算書に記載の金額を下回ることがあります。

２０ 提出書類の取扱い

提出書類はお返しできません。また、市の内部及び指定管理候補者選定委員会におけ

る検討に用いるため複写することがあります。
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情報公開の請求があった場合は、個人情報及び法人等の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれのあるものなどを除き公開することがあります。

なお、提出書類のうち「施設管理の基本方針」及び「事業計画書」については、申請

書の提出先となった窓口において、審査結果とともに、審査結果の通知の日から起算し

て14日間公開します。

ただし、指定管理候補者に選定されなかった法人等の名称は公表しません。

２１ 監査

市の監査委員又は包括外部監査人が必要であると認めるときなどは、指定管理者の公

の施設の管理に係る出納関係事務について監査する場合があります。

２２ 様式及び添付資料一覧

ア 富山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例及び同条例施行規則

イ 富山市老人憩いの家条例及び同条例施行規則

ウ 収納事務の手引き

エ 富山市東老人憩いの家の管理運営費の直近４年間決算額

オ 富山市東老人憩いの家管理業務仕様書

カ 富山市東老人憩いの家維持管理業務仕様書

キ 富山市東老人憩いの家維持管理業務以外の事業仕様書

ク 富山市東老人憩いの家備品一覧表

ケ 指定管理者指定申請書「様式第１号」

コ 申立書「様式第２号」

サ 施設管理の基本方針 「様式第３号」

シ 事業計画書 「様式第４号」

ス 自主事業に関する提案書「様式第５号」

セ 収益向上に関する提案書「様式第６号」

ソ 指定管理者制度に係る共同企業体協定書「様式第７号」

タ 暴力団排除に関する合意書関係の書類「様式第８号」

チ 富山市海岸通老人福祉センター管理運営業務に関する基本協定書の案文（リスク分

担表、情報セキュリティ特記事項を含む。）

ツ 施設のパンフレット、平面図等（別途、配布します。）

２３ 業務引継ぎ

現在の指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消し等に際し、施設の管理業務が遅

滞なく円滑に実施されるよう、市が定める期間内に、市又は次期指定管理者に対して適正

に管理業務を引継ぐものとします。

管理業務の引継ぎ方法、日時等については、市と現在の指定管理者及び次期指定管理者

において協議の上決定します。

（引継ぎにおける留意点）

ア 引継ぎスケジュール

イ 臨時休館の設定

ウ 引継ぎに係る経費の負担（原則として指定管理者の負担）

エ 引継書類の確認

オ 引継財産の確認（備品、物品を含む。）
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カ 施設の予約の状況

キ 施設使用料の授受、預かり金管理の方法

ク 個人情報の取り扱い、データ管理等

ケ 引継ぎにおける体制の整備及び責任者の選定

などについて、協議を行うこととします。

お問合せ先

富山市福祉保健部長寿福祉課（本庁東館３階）

〒930-8510 富山市新桜町７番 38号

電話 076-443-2061 担当 西谷、吉澤

メール tyojyufukusi-01@city.toyama.lg.jp

8
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老人福祉センター等収納事務の手引き

１．入館料の集計（毎日）

①券売機の日計機能を用いて、収納合計額と突合する。

（入館料と受付簿が合わない場合は、入館券の発券数を基本として集計する。）

②利用者日計表に「件数」と「金額」を記載

例）

２．金融機関へ納入するための納付書（納入通知書原符）を記載。

（摘要欄に施設名と対象となる日付を記載してください。）

３．金融機関へ納入（３枚複写のまま金融機関へ）

１枚目『納入通知書原符』２枚目『納入通知書兼領収証書』を指定管理者で保管

３枚目『納入済通知書』金融機関から市出納課へ

（注１ 原則当日分を翌日に納入。注２ 手数料不要）

４．金融機関へ納入の都度、金銭出納簿（別紙）に記載する。

５．その他

個人利用者 ・・・ ・・・ 使用料

男子 女子 小計 件数 金額

○月△日

○月□日

必ずしも一致しない。（免除があるため）

１ 券売機について

故障時の対応

入館券用の用紙

①納入業者等へ連絡

②故障時は職員の手作業による収受で対応する。

③用紙（ロール紙）の補充、在庫管理、購入は各館で行う。

２ 入館券の取扱い ①不払利用を抑止するためにも、入館券は、回収（箱などに自主的

に入れて帰る）する。受付簿は従来どおり記載していただく。

３ つり銭について ①各指定管理者において用意する。

４ 再入館について ①県内他事例を参考とするとともに、事務負担とならないよう、

再入館券などは発行しない。

窓口等で、戻ってきたら声を掛けてもらうことなどで対応する。

②再入館は特例であり、積極的なＰＲはしない。

５ 領収書について ①発行を求める利用者にのみ発行する。

追加部分

9



入館料の免除について

実施主体による区分

１．市が主催する行事等【規則第３条（１）】（市が委託する行事等は除く）

事例（１）シニアライフ講座

２．地域包括支援センターが介護予防を目的として実施する事業（要申請書）

３．地区・校区老人クラブ連合会が主催する行事等【規則第３条（３）】

４．単位老人クラブが主催する会議等【規則第３条（３）】（要申請書）

５．その他、公共的団体であると市が認める団体が主催する会議等であらかじめ参加者が定められて

いるもの。【規則第３条（３）】（要申請書）

日による区分

１．敬老週間

２．各センター祭りの開催日【規則第３条（２）】

３．管理者と協議し、市が必要と認めた事業【規則第３条（２）】

活動場所による区分

１．各施設を拠点として実施する社会奉仕事業の活動における更衣室とトイレ、給湯室の利用

者による区分

１．行事等の準備のための入館

２．行事等の出演のための入館

有料扱いとする例

１．施設利用者が自主的に結成したグループの活動

２．市が委託する事業

事例（１）介護予防ふれあいサークル

３．公共的団体であると認められる団体であっても、慰労的趣旨が強いもの。

※入館料免除の利用者が、利用料が必要になる場合

（短時間（前後 30 分程度）の休憩は無料の範囲内とする。）

目的を達成するために必要な施設（会議室、トイレ、空調、給湯室、湯茶等）の利用のみを免除と

し、その他の備品、消耗品、風呂を利用した場合は有料とする。）

富山市老人憩いの家条例施行規則

(使用料の免除)

第 3 条 条例第 5 条第 2 項の使用料を免除する場合は、次のとおりとする。ただし、施設の

使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、この限りでない。

(1) 市が主催するとき。

(2) 別に定める事業を指定管理者が主催するとき。

(3) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号 )第 157 条第 1 項に規定する公共的団体等のうち社

会教育、社会福祉、自治振興等の団体が使用するとき。

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
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記入例

01 一般会計
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富山市東老人憩いの家の管理運営費の直近４年間決算額
(単位：円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

26,905,545 27,232,656 28,204,934 29,700,526

01 市補助金事業収入 12,484,545 12,811,656 13,515,934 14,879,526

02 市受託料事業収入 14,421,000 14,421,000 14,689,000 14,821,000

26,905,545 27,232,656 28,204,934 29,700,526

12,484,545 13,264,656 14,058,934 15,497,526

5,151,507 6,267,421 5,653,984 6,043,564

03 医 薬 品 費 0 0 0 0

05 保 健 衛 生 費 38,988 140,151 70,790 89,761

08 教 養 娯 楽 費 47,300 50,800 110,444 72,202

12 水 道 光 熱 費 4,275,116 5,170,621 4,652,255 5,072,164

13 燃 料 費 238,700 313,153 266,743 331,287

14 消 耗 器 具 備 品 費 144,666 185,785 146,841 74,134

15 保 険 料 11,970 11,970 11,970 11,970

16 賃 借 料 360,936 360,936 360,936 360,936

22 使 用 料 33,831 34,005 34,005 31,110

3,314,280 3,583,477 2,845,869 3,897,911

01 福 利 厚 生 費 25,779 25,779 18,583 15,974

02 職 員 被 服 費 4,140 4,740 1,980 2,068

03 旅 費 交 通 費 17,240 18,460 17,978 14,716

05 事 務 消 耗 品 費 242,257 252,211 162,281 118,975

06 印 刷 製 本 費 0 0 0 0

09 修 繕 費 597,454 602,184 428,890 1,231,780

10 通 信 運 搬 費 106,549 120,278 104,098 113,889

13 業 務 委 託 費 1,935,208 1,704,076 1,678,676 1,683,176

14 手 数 料 31,961 17,653 19,233 17,586

16 賃 借 料 95,040 95,040 95,040 95,040

18 租 税 公 課 190,452 674,856 250,910 536,507

19 保 守 料 68,200 68,200 68,200 68,200

1,125,000 1,125,000 1,440,000 1,440,000

01 法 人 管 理 費 1,125,000 1,125,000 1,440,000 1,440,000

22,075,332 24,240,554 23,998,787 26,879,001

公 益 事 業 収 入

収 入 計

人 件 費 支 出

事 業 費 支 出

事 務 費 支 出

拠点区分間繰入支出

支 出 計
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富山市東老人憩いの家管理業務仕様書

１ 施設管理業務に関する事項

(1) 業務の目的

地域の老人に対して、各種の相談業務に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及

びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することにより、老人に健康で明るい

生活を営んでもらえるよう、次の仕様に基づき、適正に管理することを目的とする。

(2) 開館時間

午前９時３０分から午後５時まで

（ただし入浴時間は、午前１０時から午後３時までとする）

(3) 休館日

１２月２９日から翌年の１月３日までの日（ただし、月曜日は休浴とする）

(4) 使用承認及び使用料の取扱い

富山市老人憩いの家条例第５条及び第８条に定める通り。

また、直近４年間の利用実績は別紙のとおり。

(5) 管理体制（職員配置）

(6) 法令等の遵守

業務の実施に当たっては、地方自治法、個人情報の保護に関する法律、富山市公の施設に

係る指定管理者の指定の手続等に関する条例、富山市老人福祉センター条例、富山市情報公

開条例、富山市行政手続条例、富山市情報セキュリティポリシー、協定書、仕様書及び情報

セキュリティ特記事項等を遵守することとします。

時間帯 人数 主な業務内容等

8：30～17：00

8：45～17：00

１

１

３

施設の管理運営、関係団体との連絡調整、予算・事業計画の

管理、

入館者状況・入館者の施設使用状況の管理業務、福祉電話、

シニアライフ講座の運営業務、入館者の集計、入館料の徴

収・納付に関する業務、文書事務、予算経理事務

受付、館内・館外清掃、浴室の管理、湯茶補給、健康器具の

運営補助、福祉電話の運営補助、ボイラーの管理運転、簡易

な設備の修繕、その他諸用業務の運営補助

13



(7) 個人情報の保護に関する留意事項

（一般事項）

（個別事項）

(8) 施設の維持管理業務

項目 取扱い上の留意事項

1 個人情報の取扱いに

関する留意事項の職

員への周知

2 個人情報が記載して

ある書類等の取扱い

3 廃棄

管理責任者は、管理業に従事する者に対し、その業務に関わる個

人情報の範囲及びその取扱いに関する留意事項を個別具体的に

指示するとともに、日常業務において必要に応じ指導する。

市の指示又は承諾があった場合を除き、個人情報が記載された

資料等を複写・複製してはならない。但し、事務を効率的に処理

するため、指定管理者の管理下において使用する場合はこの限

りではない。

個人情報が記載されている書類等の廃棄については、市に事前

に協議の上、第三者の手に渡らないよう確実な方法によって処

分する。

業務の名称
取扱う個人情報

の内容
取扱い上の留意事項

1 使用申込受付、承認、

使用料徴収業務

2 使用者管理

3 施設使用状況の掲示

申請者の住所、

氏名、電話番号

申請者の住所、

氏名、電話番号

個人使用者の氏

名

取得する個人情報は、申請に必要な事項や減

免要件を確認するために必要な事項のみと

し、申請者以外から取得しない。

担当職員以外は取扱わないこととする。

個人が、個人の活動として施設を使用する場

合は、本人の了解なしに、その使用状況を施設

の掲示板等に掲示しない。

業務の名称 回数 実施時期 所要経費 備考

維持管理業務

（光熱水費）

（燃料費）

警備・清掃・館内殺菌

消毒・設備保守業務

（警備業務）

（日常清掃）

（可燃・不燃ごみ等）

（浴室等消毒）

（館内殺菌・カーペッ

ト清掃）

回数、実施時期等に

ついては、別紙「富

山市東老人憩いの

家維持管理業務仕

様書」、所要経費に

ついては、別紙「富

山市東老人憩いの

家管理運営費の直

近４年間決算額」を

参考とすること。
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(9) 修繕費の取扱い

当施設において生じる修繕費は年間88万円を見込んでおり、これを管理委託料に含

めることとする。尚、1件あたり50万円を超える修繕については事前に市に報告するも

のとする。このほか大規模な修繕が必要となった場合や、年間見込額を超える場合につ

いては、市と事前協議の上、対応することとする。

(10) 安全管理及び緊急時対応に関する留意事項

ア 防災・事故防止

・消防計画に基づき、年２回自衛消防訓練を実施

・防災設備等の定期点検及び保守管理

・利用者の安全確保のための応急処置訓練の実施

・防災意識向上のための防災教育

・避難確保計画に基づく情報伝達、訓練

イ 施設管理

・施設設備の定期点検及び保守管理

・不良箇所の早期発見

ウ 衛生管理

・職員及び利用者の手洗い励行、感染症の予防

・浴室、便所、各室等の清潔及び除菌

・浴槽水の水質検査（レジオネラ症、大腸菌の防止対策等）の実施

・浴槽水の塩素濃度測定

・高濃度塩素による循環配管内消毒

・受水槽の清掃、水質検査の実施

・年２回の館内殺菌消毒

(11) 管理施設及び備品等一覧

別紙のとおり

（消防設備等点検）

（電磁治療器点検）

（受水槽清掃、水質検

査）

（券売機）

計 － － －
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２ 施設管理業務以外の事業に関する事項

３ その他

(1) 保険の加入

市では「全国市長会」市民総合賠償保障保険に加入しており、指定管理者が負うべき

賠償責任についても、指定管理者を被保険者とみなし、市の責任と同様に当保険で対象

となるが、施設内で指定管理者が独自の事業を運営する場合は、その運営上もたらされ

る賠償責任は、指定管理者が負うものとされることから、それらの損害賠償時等に対応

できるよう、必要に応じて保険に加入すること。

（現在、市が加入している保険の概要）

事業の名称 目的及び概要 昨年度の実績 所要経費 備考

施設開放

健康保持増進

教養向上業務

レクリエーション

施設まつり業務

福祉電話業務

高齢者農園

施設内の各部屋、健康機

器の提供

健康機器の利用促進

シニアライフ講座の実

施

囲碁将棋等の提供

演芸大会や作品展示会

の開催

ひとり暮らし老人宅へ

の安否確認、孤独感の解

消を図る。

申込の受付

別紙「富山市

東老人憩いの

家維持管理業

務以外の事業

仕様書」及び

「富山市東老

人憩いの家の

管理運営費の

直近４年間決

算額」を参考

とすること。

対象となる事故 ・所有、使用又は管理する施設に起因する偶然な事故

・業務に起因する偶然な事故(指定管理者が独自に実施する業務は対象外)
・生産、販売又は提供する飲食物に起因する偶然な事故

支払限度額 ・身体賠償 １人につき 5,000万円

１事故につき 5億円

・財物賠償 １事故につき 1,000万円

・個人情報漏えいによる損害賠償 保険期間中 2億円

※いずれも免責はなし。
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富山市東老人憩いの家維持管理業務仕様書

【基本事項】

（１） 業務期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

（２） 対象施設

１ 警備（機械警備）業務に関する事項

（１）警備時間

・開館日 職員の勤務時間以外の時間（夜間等）

・休館日 24 時間（12 月 29 日～1 月 3日）

（２）警備内容

①火災・盗難の異常感知

②事故確知時における関係先への通報・連絡及び報告

（３）警備方法 総合ガードシステム

（４）警備仕様

①警報装置

②ガードセンター

③警備員

（５）異常事態発生時における措置

①警報受信装置による警報信号をガードセンターが受信したとき、警備員を速やか

に急行させるとともに火報信号は消防署へ、所定対象の侵入信号は警察に通報す

る。

②警備対象に到着した警備員は、異常事態を確認した後、速やかにガードセンター

へ連絡し、被害の拡大防止にあたる。

③あらかじめ届け出のある当該緊急連絡者へ連絡する。

（６）警備上必要とする諸設備は、受託者が設置する。

２ 日常清掃業務に関する事項

（１） 清掃実施日 休館日（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く毎日

（２） 清掃内容 施設内の浴室・便所の清掃

（３） 清掃面積等

（４）作業箇所

ア．毎日清掃する場所

所在地 施設名 面積（㎡） 構造

荒川四丁目１

-83

富山市東老人憩いの家

（作業所含む）

578.69 ＲＣ一部ＳＲＣ造平屋

建て

作業場所 作業面積

１ 浴室（男・女） 各 14.72 ㎡

２ 脱衣室（男・女） 各 11.00 ㎡

３ 便所（男） 10.54 ㎡

４ 便所（女） 10.17 ㎡

５ 身障者用便所 4.41 ㎡

箇 所 時間帯 仕様

脱衣室 15：00~17：00 ① 掃除機による床除塵清掃後、床面の水拭

き

②脱衣箱内部の清掃・ふきあげ
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イ．定期清掃

①1 ヶ月に 1 回実施。毎日の清掃箇所の機械による床磨き及びワックスがけ

②浴室のガラス水拭き又は空仕上げ

③浴室壁面の洗剤による洗浄及びカビ関係の除去

④照明器具のホコリや汚れの除去

⑤付属備品については、換気扇・扇風機の除塵

⑥目ザラをめくり除塵及び清掃

３ 可燃物・不燃物・水銀使用産業廃棄物収集運搬業務に関する事項

（１）収集回数

可燃物：週 2回

不燃物：月１回

水銀使用産業廃棄物：年２回

（２）収集日

可燃物：週 2 回（火・金曜日）

不燃物：月１回（第２木曜日）

水銀使用産業廃棄物（９月、３月）

＊祝日の場合は、翌日の収集とする。

（３）その他

① 排出する廃棄物の収集・運搬・処理は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に

基づいて実施する。

②可燃物は、紙、布切れ、木屑、残飯等とする。

③不燃物は、金属屑、ガラス屑等とする。

④水銀使用産業廃棄物は、蛍光灯等とする。

（４）参考資料：可燃物・不燃物排出量

①１日平均：可燃物 3.56ｋｇ 不燃物 0.36ｋｇ

②年間平均：可燃物 1,280 ㎏ 不燃物 130 ㎏

４ 公衆浴場における浴室等の衛生管理のための消毒業務に関する事項

（１）回 数 毎月 1 回

（２）方 法 材質などに応じ、逆性石鹸・両性界面活性剤・次亜塩素酸ナトリウム液・

クレゾール液を用いること。

（３）消毒箇所（面積）

浴室 15：00~17：00 ①風呂床・洗い場・浴槽・洗桶・椅子等の

洗浄

②手摺及び鏡の水洗い

③ゴミ処理

便所・洗面所 15：00~17：00 ①洗剤による便器清掃・手洗い器洗浄

②床面清掃・ゴミ処理

③トイレットペーパー及び手洗い液の補充

作業場所 作業面積

１ 浴室（男・女） 各 14.72 ㎡

２ 脱衣室（男・女） 各 11.00 ㎡

３ 便所（男） 10.54 ㎡

４ 便所（女） 10.17 ㎡

５ 身障者用便所 4.41 ㎡
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（４）業務内容

（５）作業時間

毎月 1 回、15 時から 17 時までの３時間内に実施。

５ 館内殺菌消毒業務に関する事項

（１）使用薬剤及び使用基準

①厚生労働省許可の人畜無害・引火性のない薬剤を使用する。

②施行方法は、散布処理・煙霧処理とする。

（２）作業回数 年 2回を原則とする。

（３）作業監督者

防除作業監督者が責任を持ち業務すること。

６ 消防設備等保守点検業務に関する事項

（１）業務内容

消防法施行規則第 31 条の 4 第１項および第 3 項に定める点検を、年 2 回消防用備等

の点検の資格を有する技術員を派遣して実施するもの。

（２）点検内容

①第 1 回（5 月） 外観・機器点検

②第 2 回（11 月） 総合点検

③総合点検は、消防法に基づく点検を行うものとする。

④点検に要する材料は、業者の負担とする。

（３）消防用設備等の種類

①消火器具 消火器ＡＢＣ粉末（蓄圧）６本

②自動火災報知設備

受信機：１階事務室（壁掛型）ニッタン PR－2NKA(1979 年製)

Ｐ型 2 級３Ｌ 受第４９－１４－３号

感知器：３２個

熱感知器：スポット型（差動式）２１個

スポット型（定温式） ７個

煙感知器：スポット型（光電式） ４個

地区音響装置：２台

発信機 ：２台

③誘導灯 ３台

避難口誘導灯（中形３台）

７ 電位治療器（スカイウェル）の保守点検業務に関する事項

（１）保守点検回数 年１回（７月）

（２）設置台数・機種 スカイウェル３台・SW9000H

（３）注意事項

・機械を常時正常な状態で使用できるように技術員を設置場所に派遣して、ヘルス

トロン点検表に基づき誠実に遂行するもの。

消毒箇所 業務内容

脱衣室 室内の人が直接接触するところ（床、壁、脱衣箱、戸、手摺、

体重計）

浴 室 室内の人が直接接触するところ（床、壁、浴槽、洗桶、腰掛、

手摺）

男女便所 室内の人が直接接触するところ（床、壁、便器、手摺）

身体障害者便所 室内の人が直接接触するところ（床、壁、戸、便器、手摺）
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・定期保守により機器の一部付属部品等が老朽、棄損、亡失等した場合、正常な機

能を維持するための補修をし、付属部品等の費用を別途支払うものとする。ただ

し、故障したときは、勝手に修理等をせずに速やかに連絡をすること。

・業務を履行するに当たり、安全管理について万全の対策を講ずるとともに、安全

に関する諸規定を遵守すること。

（４）点検項目（作業内容）

①コントローラー

・主電源スイッチ点灯の確認

・ヒューズの確認

・通電ランプ点灯の確認

・C・BOX 内：各コネクター接続の確認

・バイブレーション作動・音の確認

・電子音・音量の確認

・温熱ランプ点灯の確認

② 通電設備

・座部締付の確認

・上部電極、位置・締付の確認

・サイドパネル締付の確認

・バックレスト締付の確認

・絶縁シュー・キャスターの確認

・対電極・絶縁マット破損の有無

・レザーの破損の有無

③ 付属部品

・対電極コード締付の確認

・高圧コードの劣化及び差込の確認

・高圧コードホルダー劣化の状態

・接続コード（オス・メス）の劣化及び差込の確認

・椅子カバー破損の有無

・電源コード断線・差込・極性の確認

・延長コード断線・差込・極性の確認

・座部電極通電・放電状態の確認

・上部電極通電・放電状態の確認

・温熱機能・コードの確認

④ 禁忌事項掲示の確認

⑤ パネル設置の確認

⑥ 設置全般

・設置・配置状態の確認

・椅子とプレートの位置確認

・周囲、環境の確認（床・湿気）

・絶縁状態の確認

・異常な音・放電音の確認

⑦ 清掃

８ 館内カーペット清掃業務に関する事項

（１）業務内容 敷設のカーペット清掃

（２）作業面積 館内カーペット敷設部分（139.41 ㎡）

（３）作業時間 施設休館日の午前８時から午後５時までの時間内に実施する(年１回)。
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９ 受水槽清掃、水質検査に関する事項 追加

（１）業務内容 受水槽清掃及び水質検査の実施報告

（２）作業時間 午前８時３０分から午後５時までの時間内に実施する(年１回)

１０ 券売機の保守点検業務に関する事項

（１）設置機種 グローリー株式会社 ＶＴ－Ｓ１０

（２）業務内容 ・券売機内外の汚れ、異物のつまりの清掃・除去

・券売機の転倒防止のための固定状況の確認

・ロール紙、つり銭の残量の確認及び補充

・開口部分の施錠状況の確認
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富山市東老人憩いの家維持管理業務以外の事業仕様書

１ 概 況

富山市東老人憩いの家では、市民で６０歳以上の高齢者に施設を低料金で開放

し、利用者が健康で明るい生活が営めるよう各種相談に応ずるとともに、健康の

保持増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与しなが

ら各事業を実施するものとする。

２ 事 業

(1) 施設開放

浴場、集会室、教養室、健康増進室などの各部屋をはじめ、マッサージ機、

電位治療器、全自動血圧計などの健康機器などを提供するものとする。

(2) 健康保持増進

健康機器の利用促進を図るものとする。

(3) 教養の向上

ア シニアライフ講座を開催し、健康や生きがいを高める趣味、創造活動の促

進を図るものとする。

イ 市立図書館の移動文庫を借入れ、利用者に閲覧、貸出しを行うものとする。

ウ 交通安全教室等を開催し、日常生活での安全管理知識の向上を図るものと

する。

(4) レクリエーション

囲碁将棋等を提供し、利用者間の親睦を図るものとする。

(5) 施設まつり

演芸大会や作品展示会・映画鑑賞などを実施し、利用者間の一層の交流を図

るものとする。

(6) 福祉電話

在宅独居老人宅へ電話するなど、安否の確認を行うとともに孤独感の解消に

努めるものとする。

(7) 高齢者農園

高齢者農園利用者の募集時、申込の受付を行うものとする（新経堂農園分）。

(8)その他

ア 冬至のゆず湯など、季節を感じられるお風呂を実施するものとする。

イ 「高齢者の富山市手作り作品展」への展示や「富山市福祉フェスティバル」

への出演など、教養の向上意欲の高揚に努めるものとする。

３ 運営管理

(1) 会 議

施設間及び長寿福祉課並びに法人本部との相互連絡を密にし、事業の円滑化

を図るため、適宜、会議を開催するものとする。

(2) 安全管理

ア 防災訓練を実施するものとする。

イ 危険箇所の早期発見と改善に努めるものとする。
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(3) 施設管理

ア 施設設備の定期点検と適正な保守管理を行うものとする。

イ 適宜、老朽化に伴う施設設備の補修を行うものとする。

(4) 職員研修

接遇等、職員の資質向上のための、研修を実施または参加するものとする。
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富山市東老人憩いの家の管理運営業務に関する基本協定書

富山市（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）とは、富山市公の施

設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年富山市条例第３０９号。

以下「手続条例」という。）第８条の規定により、富山市東老人憩いの家（以下「憩い

の家」という。）の管理運営業務（以下「管理業務」という。）について、次のとおり

基本協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この基本協定は、憩いの家の管理運営に関し必要な事項を定めるものとし、

甲及び乙は、この基本協定に従い、信義に従って誠実にこれを履行しなければなら

ない。

（指定期間等）

第２条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は、令和８年４月１日から令和１３

年３月３１日までとする。

２ 管理業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

（管理業務等の範囲）

第３条 乙が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 憩いの家の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(2) 憩いの家の使用の承認に関する業務

(3) 憩いの家の使用料の徴収に関する業務

(4) 上記の他、憩いの家の管理に関して市長が必要と認める業務 ・

２ 前項各号に掲げる業務の詳細は、富山市東老人憩いの家管理業務仕様書に定める

とおりとする。

３ 乙は、管理業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、本条

１項各号に掲げる以外の事業（以下、「自主事業」という。）を実施することができ

るものとする。

（使用料の徴収等の委託）

第４条 甲は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定

に基づき、憩いの家の使用料の徴収及び還付に関する事務を乙に委託するものとす

る。

（再委託等の禁止）

第５条 乙は、管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはなら

ない。ただし、事前に甲の書面による承諾を受けたときは、管理業務の一部を第三

者に委託し、又は請け負わせることができる。

２ 前項の規定により乙が管理業務の一部を第三者に実施させる場合は、全て乙の責

任及び費用負担において行うこととし、乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由

により生じた損害及び追加費用は、全て乙の負担とする。

３ 乙は、第三者に対し、本協定に基づいて生ずる権利義務を譲渡し、若しくは承継

させ、又は権利を担保に供してはならない。
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（指定管理者の責務）

第６条 乙は、手続条例、富山市老人憩いの家条例（平成１７年富山市条例第１５４

号）、富山市老人憩いの家条例施行規則（平成１７年富山市規則第１０１号）及び関

連する法令等を遵守するとともに、憩いの家を常に良好な状態において管理し、施

設の効用を最大限発揮できるよう管理業務を行わなければならない。

２ 乙は、施設又は施設利用者に事故又は災害が発生した場合は、迅速かつ適切な対

応を行った上、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

３ 乙は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、その

状況について、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

（管理業務委託料）

第７条 甲が乙に支払う指定期間中の管理業務委託料は、○○○円（うち消費税及び

地方消費税の額○○円）を限度とする。

２ 各年度の管理業務委託料は、次の金額を基本とし、各年度の開始前に甲乙協議の

うえ定めるものとする。

令和 ８年度 ○○○円（うち消費税及び地方消費税の額○○円）

令和 ９年度 ○○○円（うち消費税及び地方消費税の額○○円）

令和１０年度 ○○○円（うち消費税及び地方消費税の額○○円）

令和１１年度 ○○○円（うち消費税及び地方消費税の額○○円）

令和１２年度 ○○○円（うち消費税及び地方消費税の額○○円）

３ 甲は、前２項の管理業務委託料を、乙が毎年度作成する収支計画書に基づく請求

により支払うものとする。

（災害時の対応）

第８条 甲が災害対策又は災害対応を目的として憩いの家を使用する必要があると認

める場合、乙は甲の要請に沿って、これに可能な限り協力するものとする。

（備品等の取扱い）

第９条 甲は富山市東老人憩いの家管理運営業務仕様書別紙「富山市東老人憩いの家

備品一覧表」記載の備品等（以下「備品等」という。）を乙に無償で貸与する。

２ 経年劣化又は乙の責めによらない事由による滅失・毀損等により備品等を管理業

務に供することができなくなった場合、甲は乙との協議に基づき、管理業務に必要

と認められる範囲で当該備品等を調達又は購入し、乙に無償で貸与するものとする。

３ 乙は、指定管理期間中、備品等を常に良好な状態に保つとともに、甲の定める備

品台帳を作成し、これを備え置かなければならない。また、乙は定期的に備品台帳

と現物の照合を行い、滅失・毀損等が確認された場合は、速やかに甲へ報告し、前

項に定める対応を行うものとする。

４ 乙は、自己の費用負担等により管理業務に必要な備品類を購入することができる。

この場合、購入した備品類の所有権は乙に帰属し、乙は前項に定める備品台帳とは

区別してこれを管理するものとする。

（リスク分担）

第１０条 管理業務に関するリスク分担については、富山市東老人憩いの家管理業務

リスク分担表のとおりとする。

（管理業務計画書等の提出等）

第１１条 乙は、翌年度の管理業務について、毎年度２月末日までに次の各号に掲げ
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る事項を記載した管理業務計画書を甲に提出し、当該年度末までに承認を得なけれ

ばならない。ただし、令和８年度の管理業務については、令和８年３月３１日まで

に、同計画書を提出し、承認を得るものとする。

(1) 管理業務の概要及び実施時期

(2) 管理業務の実施体制

(3) 収支計画書

(4) 管理業務に必要な諸規定及び非常時の対応体制

(5) その他甲が必要と認める事項

２ 乙は、富山市東老人憩いの家管理業務仕様書に定めのない、管理業務の改善又は

憩いの家の建物・設備の改修、物品の設置及び憩いの家の周辺地域における施設整

備などについて甲に対して提案を行う場合は、提案の必要性、管理業務において見

込まれる改善点その他甲が必要と認める事項を記載した書類（以下「提案書」とい

う。）を毎年度１月末日までに甲に提出しなければならない。

ただし、当該提案の実施に当たり、甲に新たな財政的負担が生ずると見込まれる

場合については、乙は毎年度９月末日までに甲に当該提案書を提出しなければなら

ない。

３ 乙は、第１項の管理業務計画書を提出した後に、前項の事由以外により計画を変

更する必要が生じた場合は、変更の内容について甲に協議の上、必要に応じて変更

後の管理業務計画書を甲に提出しなければならない。

４ 乙は、自主事業を実施する場合、予め甲に対して自主事業実施計画書を提出し、

事前に甲の承認を得なければならない。この場合において、甲及び乙は必要な協議

を行うものとする。

（管理業務報告書等の提出）

第１２条 乙は、毎月１０日までに、前月の管理業務の実施状況、施設の利用状況及

び使用料の収入状況等を記載した管理業務報告書を甲に提出しなければならない。

２ 乙は、自主事業を実施した場合、毎月１０日までに、前月の自主事業の実施状況

を記載した、自主事業実施報告書を甲に提出しなければならない。

（事業報告書の提出等）

第１３条 乙は、毎年５月末日までに、前年度の管理業務について、次の各号に掲げ

る事項を記載した事業報告書を甲に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び施設の利用状況

(2) 使用料又は利用料金の収入状況

(3) 管理業務の経費の収支状況

(4) その他甲が必要と認める事項

（管理業務の報告、調査、指示）

第１４条 甲は、前３条の規定により提出された計画書及び報告書の内容を審査し、

必要な指示を行うことができる。

２ 甲は、施設の管理の適正を期するため必要と認めるときは、乙に対して、管理業

務又は経理の状況に関し随時報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を

することができる。

３ 乙は、甲から前２項に定める報告要求、調査の申出又は改善指示を受けた場合、

速やかにそれに応じなければならない。
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（帳簿等の保存）

第１５条 乙は、管理業務に関する帳簿及び書類等を整備し、常に業務の執行状況を

明らかにしておくとともに、帳簿等を会計年度終了の日から５年間保存しなければ

ならない。

（施設の毀損等）

第１６条 乙は、故意又は過失により、施設又は設備備品を毀損し、又は滅失したと

きは、直ちにその旨を甲に報告するとともに、これを原状に回復し、又はその毀損

若しくは滅失によって生じた損害を甲に賠償しなければならない。

（不完全履行による管理業務委託料の減額及び損害賠償）

第１７条 甲は、乙が管理業務の一部を履行しないとき、又は管理業務の履行が不完

全であるときは、管理業務委託料からその不履行又は不完全履行に相当する金額を

減額することができる。この場合において、甲に損害が生じたときは、乙は、その

損害を賠償しなければならない。

（原状回復義務等）

第１８条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは

期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理

を行わないこととなった施設及び設備を直ちに原状回復し、甲に対して当該施設及

び備品を明け渡さなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、通常の使用における経年劣化若しくは甲が認めた場合

には、乙は当該施設の原状回復は行わず、別途甲が定める状態で甲に引き渡すこと

ができるものとする。

（第三者に対する損害の賠償等）

第１９条 管理業務の履行にあたり、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を

与えたときは、原則として乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、損害

を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したときは、甲は乙に対して求償権を

有するものとする。

（指定の取消等）

第２０条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、乙に対しその

状況を確認の上、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部

又は一部の停止を命ずることができる。この場合において、乙に生じた損害につい

ては、甲はその賠償の責めを負わないものとする。

(1) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１０項の規定による

報告の要求、調査又は指示に対して、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しく

は調査を妨げたとき。

(2) この基本協定に違反したとき。

(3) 指定管理候補者として選定しない法人等に該当することとなったとき。

(4) 指定管理者の指定の申請時に提出した書類の内容に虚偽の事項が記載されてい

たことが判明したとき。

(5) 経営状況の悪化等により管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になった

とき。

(6) 乙がその責に帰すべき事由により、甲に対し指定解除の申出をしたとき。

(7) 組織的な非違行為が行われていた場合など、管理業務を行わせておくことが、
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社会通念上著しく不適当と判断されるとき。

２ 乙は、前項の規定により指定を取り消されたときは、違約金として、当該指定が

取り消された年度における年度協定に規定する管理業務委託料の１００分の１０に

相当する額を甲に支払わなければならない。

３ 第１項の規定により指定を取り消した場合において、甲に生じた損害が前項に規

定する違約金の額を上回ったときは、乙はその損害を賠償しなければならない。

（業務の引継ぎ）

第２１条 乙は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期

間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、憩いの家の

管理業務が遅滞なく円滑に実施されるよう、甲が定める期間内に、甲又は甲が指定

した者に対して適正に管理業務を引継がなければならない。ただし、甲の承認を得

たときはこの限りでない。

２ 管理業務の引継ぎ方法、日時等については、甲と乙が協議の上、決定する。

（秘密保持義務等）

第２２条 乙が行う管理業務に従事している者又は従事していた者は、当該管理業務

に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

２ 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７条）第６６条及び第

６７条並びに富山市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年富山市条例第

２号）の規定により、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個

人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

３ 乙は、富山市情報セキュリティポリシーの情報セキュリティ基本方針４の規定に

より、情報資産に関する情報セキュリティ対策のために必要な措置を講じなければ

ならない。

４ 乙は、管理業務を実施するにあたり、情報セキュリティ対策及び個人情報の保護

に関し、情報セキュリティ特記事項に定める事項を遵守しなければならない。

（情報公開）

第２３条 乙は、富山市情報公開条例（平成１７年富山市条例第３０号）第２９条の

規定により、情報公開を行うための必要な措置を講ずることとし、乙に対し管理業

務の実施に関し乙が保有する情報の公開の申し出があったときは、公開対象となる

情報の公開に努めるものとする。

（名称等の変更の届出）

第２４条 乙は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更があった

ときは、遅滞なく、その旨を甲に届け出なければならない。

（基本協定の変更）

第２５条 管理業務に関し事情が著しく変更したとき又は特別な事情が生じたとき

は、甲乙協議の上、この基本協定を変更することができる。

（年度協定書の締結）

第２６条 甲及び乙は、第１１条の規定により提出された管理業務計画書に基づき、

第７条の規定に基づく管理業務委託料による管理業務の適正な執行を期するため、

毎年度当初に富山市東老人憩いの家ーの管理運営業務に関する年度協定書を締結す

るものとする。

（協議）

29



第２７条 この基本協定に関し疑義が生じたとき又はこの基本協定に定めのない事

項については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。

この基本協定の締結を証するため、この基本協定書２通を作成し、両者記名押印の

上、各自その１通を保有するものとする。

令和○○年○月○日

甲 富山市新桜町７番３８号

富 山 市 長 藤 井 裕 久

乙

30



富山市東老人憩いの家管理業務リスク分担表

△は従分

担

種 類 主 な 内 容 負担者

市 指定管理者

法制度変更 施設管理業務に要する資格の変更等、指定管理業務に特別に影響を

及ぼす法制の変更又は新設

○

税制度変更 指定管理業務の内容にかかわらず、全てのものに影響を及ぼす税制

の変更又は新設（法人税、固定資産税、事業所税等）

○

上記のうち、消費税及び地方消費税については、変更後の税率に基

づく管理委託費を支払うことにより市が当該費用を負担する。

○

金利変動 ○

物価変動 通常は指定管理者の負担とするが、大幅又は急激な物価変動の影響

により、管理運営に支障が生じるおそれがあるときは、市と協議す

る。

（協議対象経費）

①燃料費（ガソリン、灯油、ガス等）、②上下水道料金、③電気料

△ ○

政策転換 施設の廃止により指定管理業務の継続が困難になった場合、施設用

途の変更により管理業務内容の変更を余儀なくされた場合など

○

許認可の取

得遅延

市が取得すべきもの ○

指定管理者が取得すべきもの ○

住民及び施

設利用者対

応

処分権限を有する指定管理者の行った処分に対する訴訟 ○

指定管理業務に対する住民及び利用者からの苦情、要望 △ ○

不可抗力 戦争、天災、暴動等の不可抗力による施設の修復及び指定管理業務

の継続不能

○

上記の要因により、施設を災害対策又は災害対応のために使用する

ことによる指定管理業務の中断に要する経費

○ △

書類の誤り 仕様書等の市がその内容について責任を負うべき書類 ○

指定申請書等の指定管理者がその内容について責任を負うべき書

類

○

資金調達 市が指定管理者に支払う経費の支払い遅延による損害 ○

指定管理者が業者等に支払う経費の支払い遅延による損害 ○

施設、設備、 指定管理者の故意、過失によるもの ○
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備品、資料

等の焼失、

滅失、損傷、

盗難等

経年劣化によるもの、又は相手方が特定できない第三者の行為によ

るもののうち、原状回復に要する経費の年度合計額が次の金額以下

のもの

令和 ８年度 ８８０千円、令和 ９年度 ８８０千円、

令和１０年度 ８８０千円、令和１１年度 ８８０千円、

令和１２年度 ８８０千円

上記金額を超えることが見込まれるときは、市と事前協議するもの

とする。

また、原状回復に要する経費が１件５００千円以上になることが見

込まれるときは、市と事前協議するものとする。

○

第三者賠償 施設等の瑕疵により損害を与えた場合 ○

指定管理者が施設等に瑕疵があることを知りながら、それを放置し

たことにより損害を与えた場合

○

指定管理業務により損害（個人情報の漏えい、不正利用等による損

害を含む。）を与えた場合

○

事業の終了 政策転換による指定管理者の撤収費用 ○

指定期間の終了、指定の取消による指定管理者の撤収費用 ○
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情報セキュリティ特記事項

（法令遵守等）

第１ 乙は、本業務の遂行において使用する情報資産（富山市情報セキュリティポリシー

情報セキュリティ基本方針２（９）による）を保護するため、情報セキュリティの重要

性を認識し、富山市情報セキュリティポリシー、個人情報の保護に関する法律（平成15

年法律第57号）のほか関係法令を遵守し、これに従わなければならない。

（安全管理体制）

第２ 乙は、情報資産の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を

維持しなければならない。

（作業場所の特定）

第３ 乙は、重要情報（富山市情報セキュリティポリシー情報セキュリティ対策基準３

（１）による）を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、業務の着手前に

書面により甲に報告しなければならない。

２ 乙は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なけ

ればならない。

３ 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、重要情報を取り扱う者（以下「作

業従事者」という。）に対して、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が

分かるようにしなければならない。

（教育の実施）

第４ 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における

作業従事者が遵守すべき事項その他本業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業

従事者全員に対して実施しなければならない。

２ 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立

しなければならない。

（守秘義務）

第５ 乙は、本業務の履行により直接又は間接に知り得た情報を第三者に漏らしてはなら

ない。指定管理期間満了後又は指定が取り消された後も同様とする。

２ 乙は、本業務に関わる作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなけ

ればならない。

（派遣労働者等）

第６ 乙は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合

は、正社員以外の労働者に本基本協定書に基づく一切の義務を遵守させなければならな

い。

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負

うものとする。

（情報の管理）
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第７ 乙は、次の各号の定めるところにより、本業務における情報の管理を行わなければ

ならない。

（１）重要情報は、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳

重に保管すること。

（２）甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、情報資産を定められた場所から持ち出さ

ないこと。

（３）電磁的記録による重要情報を作業場所から持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと

同等以上の保護措置を施すこと。

（４）情報資産が複製された場合には、複製元と同等の管理を行うこと。

（５）情報資産の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保

存性を維持すること。

（６）作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、重要

情報を扱う作業を行わせないこと。

（７）重要情報を利用する作業を行うパソコンに、情報の漏洩につながると考えられる業

務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。

（目的外利用及び第三者への提供の禁止）

第８ 乙は、本業務において利用する情報資産について、本業務以外の目的で利用しては

ならない。また、第三者へ提供してはならない。

（定期報告及び緊急時報告）

第９ 乙は、甲から、情報資産の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに

報告しなければならない。

２ 乙は、情報資産の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなけれ

ばならない。

（監査及び検査）

第１０ 甲は、本業務に係る情報資産の取扱いについて、本基本協定書の規定に基づき必

要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、

監査又は検査を行うことができる。

２ 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本業務の処理に

関して必要な指示をすることができる。

（情報セキュリティインシデント）

第１１ 乙は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合は、速やかに

甲に対して報告し、指示に従わなければならない。

２ 乙は、情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、富山市その他の関係者との連絡、

証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊

急時対応計画を定めなければならない。

（個人情報の取扱い）

第１２ 乙は、個人情報を本業務において取り扱う時は、次の各号の定めるところに従わ

なければならない。

（１）事前に甲の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う

場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
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（２）乙は、個人情報を含む電磁的記録又は媒体の誤送信・誤送付、誤交付、又はウェブ

サイト等への誤掲載を防止するため、取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じ、

複数の作業従事者による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を講じなければ

ならない。

（３）乙は、個人情報の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該情報資産の

利用及び保管等の取扱いの状況について記録する。

（４）乙は、個人情報が、外国において取り扱われる場合（クラウドサービス提供事業者

及び個人データが保存されるサーバが外国に所在する場合等）、当該外国の情報資産

の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な

措置を講じなければならない。

（５）乙は個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、

その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去しなけ

ればならない

（６）作業従事者は、取り扱う個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照

合、処理前後の当該情報資産の内容の確認、既存の情報資産との照合等を行わなけれ

ばならない。

（７）乙は、個人情報の取り扱いにおいて、本基本協定書の第５条により再委託等を行う

場合には、個人情報の保護に関する法律第66条により、再委託先に本基本協定書に基

づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその

結果について責任を負うものとする。

（８）乙は、本業務の終了時に、本業務において利用した個人情報について、甲の指定し

た方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。

（９）乙は、本業務において利用した電磁的記録による個人情報を廃棄する場合は、当該

情報が記録された媒体の物理的な破壊その他当該情報を判読不可能とするのに必要な

措置を講じなければならない。

（１０）乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者

名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。
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令和○○年度富山市東老人憩いの家の管理運営業務に関する年度協定書

富山市（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）とは、富山市東老人憩いの

家の管理運営業務に関する基本協定書（以下「基本協定書」という。）第２６条の規定によ

り、令和○○年度の富山市東老人憩いの家（以下「憩いの家」という。）の管理運営業務（以

下「管理業務」という。）について、次のとおり年度協定を締結する。

（管理業務委託料）

第１条 令和○○年度の管理業務委託料は、○○○円（うち消費税及び地方消費税の額○○

円）とする。

２ 管理業務委託料は、前金払いとする。

３ 管理業務委託料の支払い時期及び支払い金額は、次のとおりとする。

令和○○年 ４月 ○○○円

令和○○年 ７月 ○○○円

令和○○年１０月 ○○○円

令和○○年 ２月 ○○○円

（管理業務の内容）

第２条 乙は、基本協定書第１１条の規定による令和○○年度管理業務計画書に基づき、管

理業務を実施するものとする。

この年度協定の締結を証するため、この年度協定書２通を作成し、両者記名押印の上、各

自その１通を保有するものとする。

令和○○年○月○日

甲 富山市新桜町７番３８号

富 山 市 長 藤 井 裕 久

乙
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富山市東老人憩いの家　館内見取図

押入 押入

【住　　所】 〒９３０－０９８２

富山市荒川四丁目１番８３号

【電話番号】 ０７６－４９２－１９１９

【ＦＡＸ番号】 ０７６－４９２－００５３

【規　　模】 鉄筋コンクリート造平屋建 付設健康増進ホール

延べ面積　５７８．６９㎡

〔本館〕 ３６８．０６㎡

〔付設作業所〕 １４５．５６㎡ 多目的ホール

（３０畳）〔付設健康増進ホール〕 ６５．０７㎡

付設作業所

男子脱衣室 教養娯楽室
（１２畳）

学　習　室 男子
浴室

教　養
娯楽室
（１０畳）

教　養
娯楽室
（１０畳）

集　会　室

（４０畳）
湯沸室

機械室

炉　室
女子
浴室 ホール

物
入

ステージ
物
入

男子
便所

身障者
便所 女子

便所
事務室

女　子
脱衣室 玄関

風防室 ポーチ
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富山市東老人憩いの家利用実績 仕様書添付資料

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

利用者数（人） 11,249 14,241 15,851 16,323

開館日数（日） 312 357 358 357
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